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令和８年度社会福祉施設等施設整備費補助事業について

１ 補助事業の概要

○ 本事業は、国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」及び「次世代育成支援対策

施設整備交付金」を活用し、社会福祉法人等が行う障害福祉サービス事業所等の施設整

備に要する経費の一部について、県の予算の範囲内で補助を行うものです。

なお、令和５年４月のこども家庭庁創設に伴い、児童福祉法に基づく児童発達支援事

業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支

援事業所、障害児相談支援事業所、障害児入所施設及び児童発達支援センターの施設整

備については、従来の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」から、「次世代育成支援

対策施設整備交付金」の補助対象に変更されました。

○ 仙台市内に所在する施設等の整備については、仙台市が補助事業の実施主体となります。

○ 本事業に関する要綱、通知、様式等は、県障害福祉課ホームページに掲載しています。

https://www.pref.miyagi.jp/site/shisetsuseibi/

２ 事業選定の指標（整備方針）

宮城県障害福祉計画やみやぎ障害者プランに基づき、障害者の高齢化・重度化や「親亡き

後」への対応、入所等から地域生活への移行、障害児の健やかな育成のための発達支援の観

点から、次に該当するものを指標に事業選定を行います。

○ 障害者支援施設に入所している又は障害児入所施設から成人サービスへ移行する重度

の障害者を積極的に受け入れるグループホームを整備するもの

○ 精神科病院に長期入院している障害者を積極的に受け入れるグループホームを整備す

るもの

○ 強度行動障害を有する障害児者、医療的ケアを必要とする障害児者、重症心身障害児

者等を受け入れる日中活動の場（生活介護、児童発達支援センター等）又はグループホ

ーム（日中サービス支援型）を整備するもの

○ 新耐震基準施行（S56.6.1）以前に建築された入所施設等について、新耐震基準に適合

するための建替又は改修等の整備を行うもの

３ 失格事由

法人が以下の事由に該当した場合は、応募資格を失い審査対象から除かれます。

○誓約書の内容に反することとなった場合

○整備計画が、整備予定自治体の障害(児)福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認め

られる場合

○整備予定地が災害レッドゾーン（災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止

区域、急傾斜地崩壊危険区域）に該当する場合

○整備予定地が土砂災害警戒区域等や浸水想定区域等であるとき、実行性のある安全上及

び避難上の対策を講じていない場合

○県が必要に応じて提出を求めた書類等を正当な理由なく拒んだ場合

別添
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４ 補助対象事業者

○ 社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法

人、一般財団法人、ＮＰＯ法人、営利法人等

５ 補助対象施設

（１）社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の対象施設（障害者総合支援法に基づく施設）

障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続

支援）、障害者支援施設、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動

援護事業所、短期入所事業所、就労選択支援事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助

事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所、福祉ホーム

（２）次世代育成支援対策施設整備交付金の対象施設（児童福祉法に基づく施設）

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、

保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、児童福祉施設（障害児入所施設、児

童発達支援センター）

６ 整備区分

（１）社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の整備区分

○ 創設（新たに施設を整備すること。）

※ 新たに障害福祉サービスを開始するため、別な用途で使われている既存建物の改修をする場合を含む。

○ 増築（既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。）

○ 改築（既存施設の改築整備（一部改築及び耐震化等整備を含む。）をすること。）

○ 大規模修繕等（既存施設の一部改修や付帯設備の改造等をすること。）

○ スプリンクラー設備等整備

○ 老朽民間社会福祉施設整備（老朽の程度の著しい障害福祉サービス事業所、障害者支援施設について改築整備をすること。）

○ 避難スペース整備（居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く。）

（２）次世代育成支援対策施設整備交付金の整備区分

○ 創設（新たに施設を整備すること。）

※ 新たに障害福祉サービスを開始するため、別な用途で使われている既存建物の改修をする場合を含む。

○ 増築（既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。）

○ 増改築（既存施設の現在定員の増員を図るための整備と既存施設の改築整備（一部改築を含む。）を併せてすること。）

○ 改築（既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備（一部改築及び耐震化等整備を含む。）をすること。）

○ 拡張（既存施設の現在定員の増員を行わないで施設の延面積の増加を図る整備をすること。）

○ 大規模修繕等（既存施設の一部改修や付帯設備の改造等をすること。）

○ スプリンクラー設備等整備

○ 老朽民間児童福祉施設整備（老朽の程度の著しい障害児入所施設について改築整備をすること。）

○ 避難スペース整備

○ 防犯対策強化に係る整備（非常通報装置の設置等防犯対策を強化する整備をすること。）

※ 次世代育成支援対策施設整備交付金における施設整備については、補助対象施設の大規模

修繕等における改修整備を除いて、自己所有物件のみを補助対象としており、賃貸物件につ

いては補助対象外となります。
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７ 補助率等

総事業費のうち補助対象経費の３／４以内（国：１／２以内、県：１／４以内）

（１）社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の対象施設について

○ 整備区分が「創設」、「増築」、「改築」、「老朽民間社会福祉施設整備」又は「避難スペ

ース整備」の場合、『補助対象経費の総額の３／４』と国の要綱で定める『間接補助基準

額』を比較して、低い方の金額が補助上限額となります。

○ 整備区分が「大規模修繕等」又は「スプリンクラー設備等整備」の場合、『補助対象経

費の総額』と国の要綱で定める『間接補助基準額』を比較して、低い方の金額に３／４

を乗じた金額が補助上限額となります。

○ 整備区分が「大規模修繕等」の場合、『補助対象経費の総額の３／４』が国の要綱で定

める当該施設を創設した場合の『間接補助基準額』を超える場合には、『間接補助基準額』

が上限となります。

○ 補助対象外経費については、本資料の８頁※３に記載しています。

○ 上記により算出された金額はあくまでも補助の上限額であるため、必ずしも、満額の

交付を保証するものではありません。

○ 自己資金に寄付金を充てる場合は、補助上限額が上記の場合とは異なることがありま

すので、別途御相談願います。

（２）次世代育成支援対策施設整備交付金の対象施設について

○ 整備区分が、「創設」、「増築」、「増改築」、「改築」、「拡張」、「老朽民間児童福祉施設整

備」、「避難スペース整備」又は「スプリンクラー設備等整備」の場合、『補助対象経費の

総額の１／２』と国の要綱で定める『交付基礎点数』に 1000 円を乗じた額を比較して、

低い方の額が国補助金となり、国補助金に１／２を乗じた額が県補助金になります。し

たがって、補助上限額は国補助金と県補助金の合計になります。

○ 整備区分が、「大規模修繕等」又は「防犯対策強化に係る整備」の場合、『補助対象経

費の総額の１／２』と国の要綱で定める額を比較して、低い方の額が国補助金となり、

国補助金に１／２を乗じた額が県補助金になります。したがって、補助上限額は国補助

金と県補助金の合計になります。

補助対象経費 補助対象外経費

国補助金 県補助金 自己資金

補助対象経費 補助対象外経費

国補助金 県補助金 自己資金

総事業費

補助対象経費の１／2

補助金

補助対象経費の 3／4以内

自己資金

補助対象経費の 1／4以上

＋補助対象外経費

自己資金

補助対象経費の 1／4以上

＋補助対象外経費

総事業費

国補助金の１／2

補助金

補助対象経費の 3／4以内
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○ 補助対象外経費については、本資料の９頁※３に記載しています。

○ 上記により算出された金額はあくまでも補助の上限額であるため、必ずしも、満額の

交付を保証するものではありません。

○ 自己資金に寄付金を充てる場合は、補助上限額が上記の場合とは異なることがありま

すので、別途御相談願います。

（３）障害福祉サービス事業と障害児通所支援事業等の多機能型事業所について

○ 障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）と、障

害児通所支援事業等（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援）との多機能型事業所についてはそれぞれの制度において補助を行う

ことになります。補助基準単価及び交付基礎点数の算定方法等の取扱いについては別添

２に記載しています。

８ 令和８年度事業に係るスケジュール（予定）

Ｒ７  ６月 ２日（月）

７月 １日（火）

９月 １日（月）

～ ９月中旬

～１０月上旬

１０月～１２月

Ｒ８  １～３月

３月下旬

３月末

６月下旬頃

７月頃

Ｒ９  ３月 ５日（金）

○事業の協議受付開始

○障害福祉関係施設の整備計画 提出締切り

○所定の各書類提出締切り

○第一次審査（書類審査）

○第二次審査（事業ヒアリング）

○国庫補助協議案件候補選定

○社会福祉施設等の整備に関する審査会

○国庫補助協議案件を決定

○国庫補助協議（県→国）

○国庫補助内示（国→県）

○補助内示（県→事業者）

○補助金交付申請（事業者→県→国）

○交付決定（国→県→事業者）

○事業完了（施工業者への支払まで完了）

○実績報告（事業者→県）

○完了検査（県→事業者）

○補助金支払い（県→事業者）

※内示を受けて事業の着手が可能となります。

内示前に着手したものは本補助事業の対象外となります。
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９ 提出書類

（１）本事業に関する協議を行う場合は、下記により、所定の書類を提出してください。

①提出書類：「障害福祉関係施設の整備計画」（別紙）

  提出期限：令和７年７月１日（火）17:00 必着

期限を過ぎたものは、一切受け付けません。

  提出方法：電子メール

  提 出 先：宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班

メールアドレス：syoufukusi@pref.miyagi.lg.jp

②提出書類：（２）及び（３）に記載の書類

  提出期限：令和７年９月１日（月）

  提出方法：電子メールにより、（２）及び（３）に記載の書類を提出すること。

提 出 先：〒980－8570 宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班 ※住所は記載不要です。

（２）提出書類（整備区分により提出書類が異なります）

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の提出書類

整備区分 指定様式 共通別紙 添付書類

創設

増築
障害者施設

整備計画協議書

【様式第４号】

【様式第４号別紙】

下

記

参

照

改築 ○老朽度調査票

【共通別紙４－１

又は４－２】老朽民間

社会福祉

施設整備

老朽民間社会福祉施設整備計画

協議書

【様式第６号】

【様式第６号別紙】

大規模

修繕等

大規模修繕及びスプリンクラー

設備等整備計画協議書

【様式第７号】

【様式第７号別紙】

スプリンクラ

ー設備等整備

避難スペース

整備

避難スペース整備計画協議書

【様式第８号】

【様式第８号別紙】

次世代育成支援対策施設整備交付金の提出書類

整備区分 指定様式 共通別紙 添付書類

創設

増築

次世代育成支援対策施設

整備協議書

【様式第３号】

【様式第３－２号】

下

記

参

照

増改築

改築 ○老朽度調査票

【様式第２号 別紙１

又は 別紙２】
老朽民間児童

福祉施設整備

拡張

大規模

修繕等

スプリンクラ

ー設備等整備

避難スペース

整備

防犯対策強化

に係る整備

○老朽度調査票

【様式第２号 別紙１

又は 別紙２】
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（３）添付書類

○ 提出書類チェックリスト

○ 法人の概要がわかるもの（パンフレット等）

○ 法人の定款と登記事項証明書（履歴事項証明書）の写し

○ 整備予定地のハザードマップ（指定区域の場合、災害対策についての説明資料）

○ 整備予定地及び周辺の現況が分かるもの（現場写真等）

○ 整備後の建物図面（各部屋の面積や用途が分かるもの）

○ 事業費内訳書（見積書等）※

○ 対象整備品のカタログ等（就労・訓練事業等整備加算がある場合のみ）

○ 工事工程表

○ 施設整備予定地・建物の不動産登記事項証明書の写し、賃貸借契約書等がある

場合は契約書等の写し

○ 前々年度・前年度決算書・本年度予算書

○ 工事費の自己資金の調達及び施設整備後の運営に関する資金計画書（参考様式１）

○ 補助対象経費と対象外経費を整理した表（参考様式２）

○ 整備予定の障害福祉サービスに係る具体的な需要の把握に関する資料（相談支

援事業所等からの聞き取り結果等）

○ 整備予定の市町村における障害福祉計画、障害児福祉計画との整合性について

の検討資料

   ○ 整備計画について、整備予定の市町村担当課に対して行った説明内容と、整備

計画に対する市町村担当者の見解や意見、指摘事項についてまとめた資料

○ 障害福祉サービスの指定を受けるにあたって、設備基準等の確認結果

○ 誓約書 （押印した誓約書の原本のみ郵送及び電子データで提出）

○ 役員名簿（電子データで提出）

○ 直近の法人監査結果・運営指導結果・改善報告等の書類

※ 大規模修繕等又は防犯対策強化整備事業、就労・訓練事業等整備加算を活用する

場合、公的機関（都道府県又は市町村の建築課等）の見積書及び工事請負業者２社

の見積書が必要です。（公的機関の見積書が取得できない場合、工事請負業者３社

の見積書を取得してください。）

（任意）

○ 自己ＰＲ書（応募する施設整備計画について、自由にＰＲするものです。別紙の⑯）

自由記述欄に記載しきれない場合や特にＰＲしたい事項がある場合などに任意で提

出してください。）（任意様式）

１０ 審査

（１）第一次審査

○ 書類審査を行い、ヒアリングを求める事業者を決定します。

（２）第二次審査

○ ヒアリングを行い、事業内容や整備後の運営収支計画等を確認します。

○ ヒアリング後、国庫補助協議候補案件を県の予算の範囲内で決定します。

○ 審査結果は別途通知します。

※ ヒアリングの実施方法等については現在調整中ですので、後日、第一次審査通過者

に連絡します。

１１ 留意事項

（１）事業計画の作成について

○ 原則として令和９年３月５日（金）までに事業が完了する整備計画（消防法や建築

基準法等の法令上の各種検査の完了を含む。）であることが条件となります。
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○ 障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

や児童福祉法等の関係法令で定める基準を満たす必要があります。

○ 書類提出後の計画変更（事業種別、定員及び基本設計等）は認められません。

○ 県の内示前に、事業に着手した場合は本補助事業の対象外となります。

○ 事業に関する資金調達の具体的方法や見込みについて、十分に検討してください。

○ 就労移行支援や就労継続支援を行う場合は、サービスの提供内容、製品の販路、収

支計画、利用者の工賃について十分に検討を行ってください。

○ 施設整備予定地は、建築基準法や農地法など関係法令による規制に抵触していない

ことや災害時のリスクを確認し、確実に事業が継続できる場所を確保してください。   

やむを得ず、土砂災害警戒区域等や浸水想定区域等に整備する場合は、実行性のあ

る安全上及び避難上の対策を講じることを条件とし、具体的な対策内容の説明を要し

ます。

（２）市町村障害福祉計画・障害児福祉計画との整合性について

○ 事業計画は、施設整備予定地の属する市町村が策定する障害福祉計画・障害児福祉

計画との整合性が図られていることが必要となります。そのため、事前に市町村の障

害福祉担当課に対しても事業計画の説明等を行ってください。

なお、整備区分が「創設」の案件については、社会福祉施設等施設整備費国庫補助

金と次世代育成支援対策施設整備交付金のいずれにおいても、国庫補助協議を行う要

件として、国庫補助協議案件候補に選定され次第、市町村長からの意見書の提出が必要

になります。

○ 整備を行う地域における障害福祉サービスの需要（人口、障害者数）の見込みや、

障害福祉サービスの提供体制（施設数、利用定員の設定等）について、十分に検討し

てください。

○ 新規に障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合には、指定基準等について事前

に県障害福祉課担当者等と調整を行ってください。

（３）補助基準単価について

○ 協議に当たっては、国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」の別表

３－１及び「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」の別表２の該当部分を使

用して補助額を算出していただきますが、今後、国の要綱の改正による補助基準単価

及び交付基礎点数の変更に伴い、補助額が変更となる場合があります。

（４）補助対象経費について

  ○ 外構工事費や備品購入費は補助の対象となりません。（例：駐車場整備費、土地造成

費、土地購入費、壁掛けエアコンの整備費等）

（５）財産処分について

○ 本補助事業で取得又は効用の増加した施設等（財産）については、その処分（補助

目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保、取壊し等）に制限がかかります。

○ 財産処分を行う場合は、必ず処分前に承認を受ける必要があります。また、承認の

際に補助金の一部返還等の条件が付される場合があります。

○ 本事業を実施した後に、上記財産処分を行う場合においては、必ず事前に県に御相

談ください。
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１２ その他

○ 社会福祉法人等が施設を整備する場合は、独立行政法人福祉医療機構による融資制

度があります。（本補助事業の補助を受けながら、融資制度を活用することができます。）

○ 本補助制度の概要等についての御質問は、メールで受け付けます。また、来庁して

の御相談を御希望の方は、必ず事前に御連絡ください。

問合せ先：宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班

電  話：０２２－２１１－２５４４

E -ma i l：syoufukusi@pref.miyagi.lg.jp
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【参考１】対象施設ごとの補助対象事業者、整備区分、補助金額等（まとめ）

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金

施設の種類 補助対象事業者 整備区分 補助金額等

・障害福祉サービス事業所

（療養介護、生活介護、自立訓

練、就労移行支援、就労継続支

援に限る）

社会福祉法人等※１ ・創設

・増築

・改築

・大規模修繕等

・スプリンクラー設備等整備

・老朽民間社会福祉施設整備

・避難スペース整備

○補助対象経費※２、※３

・本体工事費

施設の整備に必要な工事費

又は工事請負費及び工事事

務費

・解体撤去工事費及び仮設施設

整備工事費

  解体撤去に必要な工事費又

は工事請負費及び仮設施設

整備に必要な賃借料、工事

費又は工事請負費

○補助金額

・創設、増築、改築

・老朽民間社会福祉施設整備

・避難スペース整備

補助対象経費（工事費及び工

事事務費）に 3/4 を乗じた額

と、国庫補助基準単価を比較

して少ない方の額

・大規模修繕等

・スプリンクラー設備等整備

補助対象経費（工事費及び工

事事務費）と、国が必要と認め

た額を比較して少ない方の額に

3/4 を乗じた額

○補助率

  ３／４（うち国２／３、県１／３）

・障害者支援施設 社会福祉法人

日本赤十字社

公益社団法人

公益財団法人等

（医療法人を除く）

・居宅介護事業所

・重度訪問介護事業所

・同行援護事業所

・行動援護事業所

・相談支援事業所

・短期入所事業所

・就労選択支援事業所

・就労定着支援事業所

・自立生活援助事業所

・共同生活援助事業所

社会福祉法人等※１ ・創設

・増築

・改築

・大規模修繕等

・避難スペース整備

（短期入所事業所、就労定着

支援事業所、自立生活援助事

業所、共同生活援助事業所の

み）

・福祉ホーム 社会福祉法人等※１ ・大規模修繕等（ 防 犯 対 策 等 整 備 ）

・スプリンクラー設備等整備

※１ 社会福祉法人等とは、社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社

団法人、公益財団法人、一般財団法人、ＮＰＯ法人、営利法人等です。

※２ 工事事務費（設計監督料等）は、工事費又は工事請負費の２．６％が上限額となります。

※３ 補助対象外経費は以下のとおりです。

   ・土地の買収又は整地に要する経費

   ・職員の宿舎に要する経費

   ・その他施設整備費として適当と認められない費用（移動台、キャスター付備品、備品等）
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【参考２】対象施設ごとの補助対象事業者、整備区分、補助金額等（まとめ）

次世代育成支援対策施設整備交付金

施設の種類 補助対象事業者 整備区分 補助金額等

・障害児入所施設 社会福祉法人

日本赤十字社

公益社団法人

公益財団法人

・創設

・増築

・増改築

・改築

・拡張

・大規模修繕等

・スプリンクラー設備等整備

・老朽民間児童福祉施設

整備

・避難スペース整備

・防犯対策強化に係る整備

○補助対象経費※２、※３

・本体工事費

施設の整備に必要な工事費又は工事

請負費及び工事事務費

・解体撤去工事費及び仮設施設整備工

事費

  解体撤去に必要な工事費又は工事

請負費及び仮設施設整備に必要な

賃借料、工事費又は工事請負費

○補助金額

・創 設 、増 築 、増 改 築 、改 築 、拡 張

・スプリンクラー設備等整備

・老朽民間児童福祉施設整備

・避難スペース整備

補助対象経費（工事費及び工事事務

費）に１/２を乗じた額と『交付基礎点

数』に 1000 円を乗じた額を比較して、

少ない方の額が国補助金。国補助金

に 1/2 を乗じた額が県補助金。補助上

限額は国補助金と県補助金の合計。

・大規模修繕等

・防犯対策強化に係る整備

補助対象経費（工事費及び工事事務

費）に１/２を乗じた額と国の要綱で定め

る額を比較して、少ない方の額が国補

助金。国補助金に 1/2 を乗じた額が県

補助金。補助上限額は国補助金と県

補助金の合計。

○補助率

  ３／４（うち国２／３、県１／３）

・児童発達支援センター

・児童発達支援事業所

・放課後等デイサービス事業所

・居宅訪問型児童発達支援事

業所

・保育所等訪問支援事業所

・障害児相談支援事業所

社会福祉法人等
※１

・創設

・増築

・増改築

・改築

・拡張

・大規模修繕等

・スプリンクラー設備等整備

・避難スペース整備

・防犯対策強化に係る整備

※１ 社会福祉法人等とは、社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社

団法人、公益財団法人、一般財団法人、ＮＰＯ法人、営利法人等です。

※２ 工事事務費（設計監督料等）は、工事費又は工事請負費の２．６％が上限額となります。

※３ 補助対象外経費は以下のとおりです。

   ・土地の買収又は整地に要する経費

   ・職員の宿舎に要する経費

・既存建物の買収に要する費用（既存建物を買収することが建物を新築することより、効

率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。）

・防犯対策強化に係る整備における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

・その他施設整備費として適当と認められない費用（移動台、キャスター付備品、備品等）
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【参考３】補助金額の考え方

※ 県及び国の予算の範囲内で補助事業を採択するため、実際の補助金額（交付決定額）は、

下記により算出した金額よりも低くなる場合があります。

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金

① グループホーム（定員 2名の短期入所を合わせて整備）を新築（創設）する場合の例

② 国庫補助基準額の例

※あくまで令和 7 年度改正単価案です。今後、単価改正が行われる場合があります。

（１）創設の例

① 就労継続支援事業所（利用定員 40人）の創設及び就労・訓練設備の整備

→R7 年度補助基準額：本体 130,200 千円＋就労・訓練事業等整備加算 49,800 千円

＝180,000 千円

② 共同生活援助事業所（定員 4～10人）の創設、相談支援事業所及び避難スペースの整備

→R7 年度補助基準額：本体 30,600 千円＋就労定着支援、自立生活援助、相談支援、障害

児相談支援整備加算 11,100 千円＋避難スペース整備加算 43,200 千円＝84,900 千円

（２）大規模修繕等の例

① グループホームの改修：300 千円以上 10,000 千円以内

※賃貸物件の改修整備も対象

※グループホームにスプリンクラーのみ整備する場合は、見積額と合見積額のいずれか低

い方の額と②のスプリンクラー設備工事費の基準単価にスプリンクラー設置対象面積を

乗じて得た額とを比べて低い額が基準額

② スプリンクラー設備工事費

1,000 ㎡未満 1,000 ㎡以上の平屋建

基準単価案（1 ㎡当たり） 26,300 円 50,300 円

※消火ポンプユニット設置が必要な場合:１施設当たり 3,090,000 円加算

※補助対象となる面積は、施設を所管する消防署に相談いただき、スプリンクラーヘッ

ドの設置が必要と認められた箇所の面積としています。

補助対象経費

工事請負費 工事事務費

＋
32,000

実際 800

(A×2.6%)
832

＝

総額（補助
対象経費）
32,800

×3/4 24,600＝

24,600 8,200

対象経費の 3/4

Ａ Ｂ

補助基準額

Ｃ

補助金の額

ＢとＣの
小さい方

事業者負担

＋

50,000

実際 3,000

(A×2.6%)
1,300

＝
総額

53,000

補助対象経費

51,300
×3/4＝ 38,475＝ 37,350 15,650

※30,600 千円は、4～10 人の GH本体の
標準補助基準額（R7単価）。
付帯する機能によっては所定の加算が
算定できます。（例では短期入所）

※工事事務費は工事請負費の 2.6%
に相当する額を限度に算定可能。

（単位：千円）

＋

35,000

実際 3,000

(A×2.6%)
910

＝
総額

38,000

補助対象経費
35,910

×3/4＝ ＝ 26,932 11,06826,932
(端数切捨)

30,600

(GH 単価）

＋

6,750

(短期入所

整備加算)

37,350

＝
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次世代育成支援対策施設整備交付金

① 福祉型児童発達支援センター（避難スペースを合わせて整備）を新築（創設）する場合の例

② 国庫補助基準額の例

※あくまで令和 7 年度改正単価案です。今後、単価改正が行われる場合があります。

（１）創設の例

① 放課後等デイサービス（定員 10 人）の創設、障害児相談支援事業所及び避難スペースの整備

→R7 年度補助基準額：本体 43,151 千円＋障害児相談支援整備加算 7,492 千円

＋避難スペース整備加算 28,929 千円＝79,572千円

（２）大規模修繕等

① 福祉型児童発達支援センターの改修：300千円以上 5000 千円未満

※賃貸物件の改修整備も対象

② スプリンクラー設備工事費

※障害児入所施設（当該施設に併設する短期入所事業所を含む。）の場合

1,000 ㎡未満 1,000 ㎡以上の平屋建

基準点数案（1 ㎡当たり） 17,000 円 33,000 円

※消火ポンプユニット設置が必要な場合:１施設当たり 2,511,000 円加算

※補助対象となる面積は、施設を所管する消防署に相談いただき、スプリンクラーヘッ

ドの設置が必要と認められた箇所の面積としています。

総額（補助
対象経費）
51,000

25,500

対象経費の 1/2 補助基準額 事業者負担

102,600
173,698

(端数切捨)

32,302

86,870

(本体）

＋

28,929

(避難スペース

整備加算)

115,799

(A×2.6%)
1,300 38,250 12,750

53,865
35,910

補助対象経費

18,135
(A×2.6%)
1,820

補助対象経費
71,820

×

工事請負費

＝

工事事務費

Ａ Ｂ

＋
50,000

実際 1,000

Ｃ

＝ ×1/2＝

＋

（単位：千円）

200，000

実際 6,000

(A×2.6%)
5,200

＝
総額

206,000

補助対象経費

205,200
×1/2

（国補助金）

ＢとＣの少ない方

＋
（県補助金）

国補助金の 1/2

＝ ＝

補助金額

※86,870 千円は、福祉型児童発達支援センター21～40 人の
本体交付基礎点数×1,000 円で算出（R7改正案）。
付帯する機能によっては所定の加算が算定できます。
（例では避難スペース）

※補助金額は国補助金と県補助金の合計となる。

※工事事務費は工事請負費の 2.6%
に相当する額を限度に算定可能。

＋

70,000

実際 2,000
＝

総額
72,000

1/2＝

＝


